
定例記者会見発言録 

 

日 時    ：令和元年11日22日（金）14：00～14：40 

場 所    ：伊達市役所本庁舎東棟４階 401会議室・402会議室 

出 席    ：市長、副市長、総務部長、市長直轄理事、財務部長、市民生活部長、健康

福祉部長、産業部長、建設部長、教育部長、こども部長、上下水道部長 

報道機関：読売新聞社、河北新報社、福島民報社、福島民友新聞社 

 

市  長：下記の内容を別紙資料により説明 

 資料１ 令和元年第４回伊達市議会定例会提出議案の概要 

     資料２ 12月補正予算の概要 

     資料３ 台風19号災害関連 被害状況、被災者の状況 

資料４ 10月専決予算の概要（台風19号災害に係る復旧経費） 

     資料５ 伊達市就職面接会・女性活躍推進事業inほばら 

     資料６ 伊達市農産物ＰＲ事業 

     資料７ 令和元年度伊達市青少年育成推進大会 

     資料８ 12月の主な催し 

 

《質疑応答》------------------------------------------------------------- 

台風19号災害関連 

■商工業の被害について 

記 者：商工業全体の被害状況は商工会調べということでしたが、工業団地の被害調

査は市が行っているのでしょうか。 

市 長：商工会に加盟している工業団地の事業者もおりますので、その事業者の被害

額も全体に含まれています。また、加盟していない事業者については、市が直

接調査に行って聞き取りをするということになっています。 

 

■課題と今後の展望 

記 者：台風19号から１カ月以上経ちましたが、現在の課題や今後の展望についてお

聞かせください。 

市 長：住宅の再建が大きな課題になってきます。国の支援として「被災者再建支援

制度」という制度があります。「全壊」「大規模半壊」「半壊」の認定を受け

た世帯への基礎支援金に加えて、建築や補修など住宅再建に係る加算支援金が

ありますので、このような制度を使っていただきながら、今後の住宅再建につ

いて考えていただく必要があると思います。また、今回の被災の大きな原因は



浸水によるものでしたので、今後の浸水対策を国・県・市が一体となって考え

ていく必要があります。被災された皆さんに、安心して元の生活に戻っていた

だくためには、そこの部分をいかに解決していくかということが重要な課題で

あると考えております。 

記 者：災害ごみの処理の目途は、どのような状況でしょうか。 

市 長：伊達地方衛生処理組合に直接搬入された災害廃棄物は、順次処分していくこ

とになります。やながわ希望の森公園内の仮置き場については、当初は分別し

ていないままの状態での搬入を受け入れせざるを得ない状況でしたが、現在で

は専門家からのアドバイスを得ながら分別作業を進めています。可燃ごみ、不

燃ごみ、粗大ごみなどに分別した上で、処理場に搬入していくことになります

ので、今現在で時期を示すことは難しい状況です。災害廃棄物の処理は長期に

わたると思いますので、今後県内外の処理施設にもご協力いただき、広域処理

もしていかなくてはならないのではないかと考えております。それについては、

国や県にもお願いしているところです。 

 

■避難者の健康管理について 

記 者：避難所が１つになり、避難先として市営住宅などに移動している方もいます。

そのような中で、今後考えられることとして、避難先での孤独死や体調不良な

どがあります、市の健康管理対策として考えていることはありますか。 

市 長：避難所においては、集団生活の中で病気が発生し蔓延してしまうこと、避難

している高齢者の体調不良が心配されます。まずは、避難所でのインフルエン

ザの予防接種を実施し、屋内の乾燥を防ぐため加湿器を増設しました。また、

県や他自治体の協力も得ながら、保健師が定期的に避難所を訪問し、避難者一

人ひとりの健康状態を確認させていただいております。 

記 者：避難所から市営住宅などに移られた避難者の健康管理については、どのよう

に考えていますか。 

市 長：ローラー作戦として、被災地の一軒一軒を訪問し、現在の健康状態やお困り

のことなどをお聴きしています。今後、市営住宅や借り上げ住宅に移られた方

についても、同様に定期的に巡回し、健康状態を確認していきたいと考えてい

ます。 

記 者：現在、避難所に避難者が104人いるとのことですが、この方たちはいつ頃まで

に避難所から出られるのでしょうか。 

市 長：それぞれの被災家屋の状況にもよりますので、状況に合わせて避難所を開設

していきたいと考えています。避難者の皆さんには、市営住宅等の無償提供や

借り上げ住宅の制度についてご説明していますが、それによって避難所からそ



ちらに移ってくださいということは申し上げておりません。避難者の皆さんの

生活再建の状況によって、避難所を開設していきたいと考えています。 

 

■防災行政無線について 

記 者：被災地を取材している中で、雨音が強くて防災無線が聞こえなかったという

声が多くありました。命に関わることで情報が伝わらないというのは大きな問

題だと思います。今後の対策があればお聞かせください。 

市 長：雨が降っている時には、大音量で発信しているのですが、それでも聞こえな

かったということを確認しております。今後、浸水した区域については、町内

会長宅などに防災情報の個別受信機を設置し、いち早く情報を提供する。そし

て町内会長又は消防団の皆さんに地域を回っていただき伝えていただくという

ことになろうかと思います。 

記 者：個別受信機について教えてください。 

市民生活部長：防災行政無線から流れる情報を、屋内に設置した受信機でも同じよう

に聞くことができる仕組みです。現在、町内会や地域自治組織の代表又は役員、

中山間地にある危険個所にお住まいの方などに配置しています。今後、今回の

浸水区域への設置について検討していきたいと考えています。また、同じ情報

をスマートフォンに流せないかということも検討しております。 


